
―被災した人々に寄り添う制度― 

 

令和8年度岡山市立北公民館主催事業 

災害復興 
 

 

 近い将来、必ず起きる南海トラフ地震。 

 毎年のように発生する豪雨災害。 

 被災した時、生活再建に向けて、私たちはどうすれ

ばいいのでしょうか。 

 防災士、一級ファイナンシャル・プランニング技能

士の太田茂さんが3回シリーズで、生活再建までの流

れ、知っておくべき支援制度、制度を利用する上で注

意すべき点などを丁寧に教えてくれます。 

 

日 時 第1回 5月26日（火）午後1時半～3時半 

    第2回 6月23日（火）午後1時半～3時半 

    第3回 7月28日（火）午後1時半～3時半 

場 所 北公民館第１、２研修室 

受講料 無料   定員50人 

受講申し込みは、5月７日（木）9時半より北公民館窓口または電話で受け付けま

す。問い合わせ 岡山市立北公民館（℡086-254-4633）まで。 

 

参加希望を〇で囲んでください。   第1回   第2回   第3回 

名  前  

住  所  

電話番号  

東日本大震災による津波で基礎部分だけを残して

消失した家屋跡＝平成23年6月、宮城県多賀城市 

切り取り 


